
 

令和６年度 学校いじめ防止基本方針（旭川市立啓北中学校） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭川市立啓北中学校 
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いじめとは？ ２ 

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一

定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を

感じているものをいう。 

はじめに １ 
 

いじめは絶対にしてはいけません。では、なぜしてはいけないのでしょう。それは、いじ

めが起こることで被害者は傷ついてしまい、取り返しのつかないことになると、命が失われ

ることもあるからです。また、これから生きていく上で、いじめをするような人は信用され

ません。なので、全校生徒一人一人が、いじめは絶対にしてはいけないということを十分に

理解することが大切です。 

 

皆さんは暴力や暴言だけがいじめだと思っていませんか？普段使っている言葉でも相手を

傷つけることがあります。人は相手の気持ちを考えることはできますが、心を完全に読むこ

とはできません。自分がそんなつもりではなくても、相手がいじめだと思えば、いじめと判

断されてしまうため、皆さんが想像しているよりもいじめは身近なものです。もしも、いじ

めが起きてしまったときには、早期発見のために相談しやすい環境をこれからつくっていく

ことが大切です。そのために、普段から助け合い、思いやりのあふれる学校を目指します。 

 

私たち啓北中学校の生徒は、少しでも相手を傷つける行為をなくすためにも、１人１人の

権利を保障し、尊重していきます。そのために、みんなが過ごしやすい雰囲気をつくり、個

人を尊重していじめを０にするという強いという思いで、私たちは「旭川市いじめ防止対策

推進条例」をもとに「学校いじめ防止基本方針（生徒版）」をつくりました。 

○ 悪口や脅しなど、嫌なことを言われる。 

○ 仲間はずれや、無視をされる。 

○ ぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

○ ものを隠されたり、壊されたり、捨てられたりする。 

○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

○ お金や大切にしているものをたかられる。  

○ 悪口がメールで送られてきたり、インターネットに書き込まれたりする。 など 

次のようなことは「いじめ」です 

いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条より） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-２- 

 

  
 

 

○いじめは、「人として許されない」という強い心をもちます。 

○お互いのよさや違いを認め、尊重し合います。 

○相手の気持ちを考えて、発言したり行動したりします。 

○社会のルールや学校のきまりを守って、落ち着いた生活をしま

す。 

○友達と協力しながら係活動や行事に進んで取り組みます。 

○体験活動やボランティア活動に取り組み、友達との絆を強めま

す。 

○パソコンや携帯電話、スマートフォンは、ルールを守って使いま

す。 

○自分や友達を大切にします。 
 

 

 

 

○一人で悩まず、先生方や家族などの大人や友だちに相談します。 
 

 

 

 

○見て見ぬふりをせずに、勇気をもって助けます。 

○いじめをやめさせたり、先生方や家族に伝えたりします。 

○いじめられている人に、先生方や家族に相談するよう話します。 
 

 

 

 
 

 

いじめのない学校をつくるために ３ 

こんなことを心がけて生活します 

いじめを「見た」「聞いた」「相談された」ときは 

もし、いじめだと感じたとき
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各集会を受けて感じたこと ４ 

集会①（  月  日）テーマ：                         

集会②（  月  日）テーマ： 

集会③（  月  日）テーマ： 
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 いじめを受けた人に いじめを行った人に まわりの人たちに 

学 

校 

で 

は 

□いじめから守ります。 

□不安なく学校生活を送る

ことができるよう、先生

方やスクールカウンセラ

ーがいつでも相談にのり

ます。 

□必要がある場合、すぐに

警察などに相談し、協力

してもらいます。 

□二度といじめを受けない

よう、先生方はチームで

協力して見守ります。 

□いじめた人にあやまり、

もう二度といじめをしな

いことを約束させます。 

□いじめは人として絶対に

許されないことや、より

よい行動に向かうことを

考えさせます。 

□必要がある場合、警察な

どに相談します。 

□二度といじめを行わない

よう、先生方はチームで

見守ります。 

□いじめに加わっていなく

ても自分にも関係してい

ることを気付かせます。 

□いじめに気付いたとき

に、誰かに知らせる大切

さを教えます。 

□いじめを見て見ぬふりを

したり、はやし立てたり

する行いも許されないこ

とを教えます。 

□みんなでいじめをなく

し、よりよい学級や集団

をつくることの大切さを

教えます。 

□秘密を守り、いじめを行

った人から守ります。 

家
の
人
に 

□いじめを受けたことや、

いじめがなくなるまでの

学校の取組を説明しま

す。 

□いじめを行ったことを説

明し、二度といじめを行

わないよう協力してもら

います。 

□協力が必要なときには、

説明をします。 

 

 

 

○ 学級担任、副担任の先生方に相談   ○ 養護教諭、学年の先生方などに相談 

○ 校長先生、教頭先生に相談      ○ スクールウンセラーに相談 

○ 家族に相談   

○ 友だちに相談 

○ そのほか、相談しやすい大人に相談 

○ 学校のいじめアンケート調査に記入 

○ 学校以外の相談窓口に電話 

     （＊くわしくは４ページ） 

 など 

 

 

 

いじめを受けた・見た・聞いた・相談されたときは ５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 ５月 ６月（強調月間） 

教 

職 

員 

   

生 

徒 

 

 

 

家
庭
・
地
域 

   

 

   

 

 ○道徳における人権教育 

○学校いじめ対策組織会議 
・学校いじめ防止基本方針の策定 
・生徒、保護者への説明内容検討 
・学校ホームページ等での公開 
・ふれ合い活動の推進 

○学校いじめ対策組織会議 
・アンケート、教育相談の結果を情報共有、対処
の検討 

○学校ネットパトロール 
※通年で実施する 

○校内研修 
・基本方針の内容の共通理解 

・生徒理解研修① 

○基本方針（生徒版）策定 

・各学級での検討、周知  

○相談窓口の理解 
・スクールカウンセラー、子どもホットライ

ン、子ども相談支援センターなど 

○学校いじめ対策組織会議 
※いじめに関わる相談や報告があっ
た場合は、いじめ対策チームを中

心に随時開催し、認知の判断や対
処プランを検討し、実施する。 

○いじめアンケート調査① 

○教育相談 

○中連生活部６月研への参加 

○保護者懇談会 

 ・基本方針の説明 
  ・インターネット上のいじめ防止 
   に係る啓発 

○基本方針のＨＰ公開 

○市主催「いじめ防止対策研

修会」への参加 

○校内研修 
・いじめ防止対策研修会参加者からの還流報告 

○学校運営協議会 
・学校いじめ防止基本方針等の説明 

○いじめ防止の理解を深める

学習（学活・道徳） 

○全校集会の実施 

 ・いじめ撲滅の取組について 

○二者懇談 

啓北中学校いじめ防止プログラム 

－５－  

 

７月 ８月 ９月 

教 
職 

員 

   

生 

徒 

   

家
庭
・
地
域 

   

 

○市主催「生徒指導研究協議

会」への参加 

○市主催「生徒指導研究協議

会」への参加 

○校内研修 
・生徒指導研究協議会参加者からの還流報告 

○生活・学習Ａｃｔサミット

への参加 

○生活・学習Ａｃｔサミット

を受けた取組の実施 

○相談窓口の理解 
・スクールカウンセラー、子どもホットライ

ン、子ども相談支援センターなど 

○保護者懇談会 
・１学期のいじめ防止等の取組状況 

夏季休業中の生活について 

・学校だより 

○学校いじめ対策会議 

 ・1学期の取組の点検、評価 

 ・2学期の重点の検討 

○校内研修 

 ・教育相談の在り方 

 ・スクールカウンセラー等の活用 

○学校いじめ対策組織会議 

 ・校内研修の内容検討及び準備、 

  運営 

  

○学校いじめ対策会議 

 ・旭川市生徒指導研究協議会の内容について

の還流 

  ・いじめ、非行防止強調月間に向けての準備 

○いじめ防止の理解を深める学習

（学活・道徳） 

○学校運営協議会 
 ・いじめ防止に係る 2学期の取組についての

説明 

○人権擁護委員協議による人権教室（1年） 

学校いじめ防止プログラム ６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
市立啓北中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

１０月（強調月間） １１月 １２月 

教 

職 

員 

  

 
 

 

 

生 

徒 

  

 

 

 

 

 

家
庭
・
地
域 

   

                       

 

 ○学校いじめ対策組織会議 
・アンケート，教育相談の結果を情

報共有，対処の検討 

 ○教育相談 

 ○いじめ撲滅集会 

 ・いじめ防止に係る全校での取組 

○中連生活部１２月研への参 

 加 ○いじめアンケート調査② 

○相談窓口の理解 
・スクールカウンセラー、子どもホットライン、子ども相談支援

センターなど 

○校内研修 
・生徒理解研修② 

○「生命（いのち）の安全教

育」の授業（1年） 

○保護者懇談会 
・２学期のいじめ防止等の取組状況 
・冬季休業中の生活 

○学校いじめ対策会議 

 ・校内研修の内容検討及び準

備、運営 

  ・後期の重点的な取組 

○校下小中学校との連携 
・授業参観等 

○いじめ防止に向けての情

報発信 

 ・HPの紹介 

・今後の取組について 

○学校いじめ対策組織会議 
・アンケート、教育相談の結果を情報共有、対処の
検討 

・２学期の取組の点検、評価 

・３学期の重点検討 

 

 

１月 ２月 ３月 

教 

職 

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生 

徒 
 

  

家
庭
・
地
域 

   

 

 ○道徳における人権教育 

 ○道徳における人権教育 

○市主催「いじめ防止対策研

修会」への参加 
○校内研修 
・いじめ防止対策研修会参加者からの還流報告 

○学校いじめ対策組織会議 
・アンケート、教育相談の結果を情報
共有，対処の検討 

○相談窓口の理解 
・スクールカウンセラー、子どもホットライン、子ども相談支援

センターなど 

○外部講師（警察）による，
スマホ安全教室への参加 

○学校運営協議会，保護者懇
談会による協議 

・１年間の学校の取組等の評価 

○学校いじめ対策組織会議 
・１年間のいじめ防止の取組や対処等の状況、指標
等の検証 

・新年度に向けた指導や配慮が必要な状況等の確認 

○学校いじめ対策組織会議 

 ・学校評価の結果分析 

  ・いじめ防止に係る学年集会の内

容検討 

○３学期の取組状況等についての公表 
・学校だより、参観日等 

－６－ 

○いじめアンケート調査③ 

○外部講師（警察）による，
スマホ安全教室への参加 

○教育相談 

 

○「SNS の適切な利用に係る学

習」の授業（2年） 

○「いじめ等から人権を守る

教育」の授業（3年） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 ＜電話番号＞             ＜受付時間＞ 

  ０１２０－５２８５０６（こんにちはコール）   月・金     ８：４５～２０：００ 

                      火・水・木    ８：４５～１７：１５   

＜メールアドレス＞ 

kodomosodan@city.asahikawa.hokkaido.jp 

＜住 所＞ 

  〒070-0040 旭川市 10 条通 11丁目 

 

 

 

 

＜電話番号＞             ＜受付時間＞ 

０１２０－００７－１１０      月～金 ８：３０～１７：１５ 

＜子どもの人権 SOS-e メール＞（※メール受付ホームページ） 

https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/0101.html 

＜住 所＞ 

  〒078-8５０２ 旭川市宮前１条３丁目（旭川合同庁舎） 

 

 

 

 

 ＜電話番号＞             ＜受付時間＞ 

  ０１２０－３８８２－５６       毎日２４時間 

０１２０－０－７８３１０（２４時間子供ＳＯＳダイヤル） 

＜メールアドレス＞ 

sodan-center@hokkaido-c.ed.jp 

＜住 所＞ 

  〒060-8544 札幌市中央区北３条西７丁目（道庁別館８階） 

 

 

＜電話番号＞             ＜受付時間＞ 

  ０１２０－６７７－１１０       月～金 ８：４５～１７：３０ 

＜住 所＞ 

  〒060－8520 札幌市中央区北２条西７丁目 

 

 

 

 

 

 

相談窓口について ７

６ 
○子どもホットライン （旭川市子ども総合相談センター） 

○子どもの人権１１０番（旭川地方法務局） 

○子ども相談支援センター（北海道教育委員会） 

○少年相談１１０番（北海道警察本部） 

スクールカウンセラーに相談することができます。 
＜場 所＞ 

旭川市立啓北中学校 コミるーむ 

＜電話番号＞ 

５２－４４９９ 問い合わせ窓口：教頭 

＜相談時間＞ 

 毎週木曜日 １３：００～１７：００ 

－７－ 



～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～いじめのない笑顔あふれる学校を～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

旭川市立啓北中学校 

   

 
 


